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公 募 説 明 書 
 

 独立行政法人家畜改良センター所有山羊乳の配布に係る公募の詳細については、この公

募説明書によるものとする。 

 

１．担当部局 

  〒385-0007 長野県佐久市新子田2029番地１ 

  独立行政法人家畜改良センター茨城牧場長野支場 総務課、種苗業務課 

  電話 ０２６７－６７－２５０１ ファクシミリ ０２６７－６８－４７４３ 

  Ｅメール：nlbc_nagano@nlbc.go.jp 

 

２．契約概要等 

（１）件   名   独立行政法人家畜改良センター所有山羊乳の配布 

（２）事業方針   独立行政法人家畜改良センター（以下「センター」という。）で行う業務は、消費

者、流通業者及び生産者におけるニーズを踏まえつつ、農政の基本方針である

「食料・農業・農村基本計画」及び「家畜改良増殖目標」の達成に資するとともに、

国民に対する安全で信頼される畜産物の安定供給や国内畜産の振興に貢献す

るものとする。 

このため、センターでは、我が国における山羊の生産及び利用促進を図るため、

センターが所有する山羊乳を配布することとする。 

（３）配布価格  ｋｇあたり２19 円（税込）容器代を含む 10kg 以上/回の配布とする。 

（４）配布期間  令和5年4月から令和５年11月 

※山羊乳の生産量には限りがありますので、希望者多数の場合には配布数量

の調整を行います。また、配布期間・数量等は飼養環境（気温等）の影響によ

り変動する場合があり、利用目的によっては配布のご希望に添えない場合が

ございます。配布を希望される場合は、事前に担当者へお問合わせ下さい。 

（５）引渡場所  独立行政法人家畜改良センター茨城牧場長野支場 

           （〒385-0007 長野県佐久市新子田２０２９番地１） 

 

３．公募説明書に対する質問  

  本公募説明資料に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。（様式は自由） 

 （１）受付時間：土曜日、日曜日、祝祭日を除く、９時００分から１７時００分（１２時００分～１３時 

          ００分を除く。）までとする。 

 （２）提出場所：上記１担当部局あてとする。 

 （３）そ の 他：書面を持参、郵送、ファクシミリ又はＥメールによること。 

 

４．質問に対する回答の方法 

問い合わせの都度、個別に行う。 

 

５．提案書等に関する事項 

    提案書等は別添応募資料作成基準により作成すること。 
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６．提案書の提出期限及び場所 

（１）提出時間：令和5年3月29日から令和5年4月14日までの８時30分から17時00分まで（土曜

日・日曜日・祝祭日を除く）。 

（２）提出場所：上記１担当部局あてとする。 

（３）その他：提出した提案書の変更又は取消をすることはできない。 

 

７．提案書の無効 

   別添公募参加心得書において示した条件に違反した提案書は無効とする。 

 

８．配布者の決定方法 

   提案書の内容が、公募審査委員による審査の結果、長野支場長が配布者として適当と認

められる者であった場合、配布する。 

 

９．誓約書の提出 

    誓約書（案）（別紙１）に基づき記名・押印のうえ提出するものとする。 

 

１０．配布決定後の山羊乳引渡方法 

   山羊乳の引渡方法は、センターが認める場合を除き、家畜防疫の理由により宅配に限る。 

   なお、山羊乳の輸送に係る経費は配布対象者の負担とする。 

 

１１．代金の納付 

   配布代金は、請求書に記載された納付期限までに指定の振込先に納付するものとする。 

 

１２．受領書の提出 

   山羊乳を受領した際には、受領書（案）（別紙２）を提出するものとする。 

 

１３．その他 

  （１）契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

  （２）配布希望者は、別紙公募参加心得書の内容を遵守し、誓約書（案）（別紙１）を熟読の

うえ応募すること。 

  （３）交付した資料の返却は要しない。 

  （４）本件に関する照会先は、上記１担当部局とする。 

  （５）提案書の内容について、配布希望者の選定及び契約書、山羊乳配布単価算出以外

に無断で使用することはない。 

  （６）提出された書類等は一切返還しない。 

  （７）山羊乳の生産量、出荷状況などを勘案し配布希望計画に沿えない場合は契約を見合

わせる場合がある。 
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公 募 参 加 心 得 書 
 

（応募等） 

第１条 配布希望者は、公募に係る公示、公募説明書、誓約書（案）、仕様書及び応募資料作

成基準を熟読のうえ、応募しなければならない。 

   ２ 配布希望者は、前項の書類について疑義があるときは、担当部局に説明を求めるこが

できる。 

   ３ 配布希望者は、配布決定後、第１項の書類について不明を理由に異議を申し立てる

ことができない。 

 

（応募の方法） 

第２条 配布希望者は、提案書を直接、郵送又は宅配により提出しなければならない。 

 

（公正な配布の確保） 

第３条 配布希望者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律

第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 

（配布の取りやめ等） 

第４条 配布希望者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、公正な配布ができ

ないと認められるときは、当該配布希望者を参加させず又は配布を延期し、若しくは取り

やめることがある。 

 

（応募の無効） 

第５条 次の各号のいずれかに該当する応募は、無効とする。 

 （１）競争に参加する資格を有しない者のした応募 

 （２）記名押印（外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えること 

   ができる。）を欠く応募 

 （３）誤字、脱字等により意思表示が不明確である応募 

 （４）明らかに連合によると認められる応募 

 （５）提案書が長野支場長又は公募審査委員の審査の結果採用されなかった応募 

 （６）その他応募の条件に違反した応募 

 

（配布対象者の決定） 

第６条 提案書が公募審査の結果により、適当と認められる者を配布対象者とする。 

 

（配布者の決定通知） 

第７条 長野支場長は、配布者の決定にあっては、文書により通知する。 

 

（契約を履行しない場合の違約金） 

第８条 配布対象者は、提案書に基づき山羊乳の引取及び山羊乳代金の支払いを行わない

場合は、天災地変その他不可抗力による場合を除き、長野支場長に対して違約金を支
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払うものとする。 

  ２ 前項の違約金は、長野支場長が発行する請求書により所定の期日までに支払うものと

する。 

 

（契約を締結できない場合） 

第９条 配布通知後から契約締結までの間に天災その他、長野支場の責に帰することのでき

ない理由により配布不可能となった場合、配布者は長野支場長に対して違約金の請求

はできないものとする。 

 

（参加意思確認書等において使用する言語及び通貨） 

第１０条 提案書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 
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（別紙 1） 

誓 約 書 
 

                             令和  年  月  日   

 

独立行政法人家畜改良センター 

  茨城牧場長野支場長 殿 

 

                             住  所  

 

                             氏  名                      

 

 

令和５年３月２９日付けで通知のあった山羊乳の配布を受けるに当たっては、下記の事項を

厳守することを誓約します。 

 

記 

 

１ 令和  年  月  日付けで提出した提案書のとおり使用する事を遵守します。 

２ 貴職が発行する請求書により、納付期限までに指定の振込先に納付します。 

３ 納付期限までに代金を納付しないときは、その翌日から納付の日までの日数に応じ、年１ 

４．６％（当該納付期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．３％）の 

割合で計算した金額を貴職の請求により延滞金として納付します。ただし、納付遅延が、天 

災地変等やむを得ない理由による場合は免除されるよう願います。 

４ 延滞金の端数金額を計算する場合は、家畜改良センターの規程より算出された額を納付し

ます。 

５ 当該山羊乳の引渡に要する費用は、当方で負担します。 

６ 当該山羊乳を受領したときには、速やかに受領書を提出します。 

７ 本配布契約において、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部または一部につ

いて解除をされても、不服を申しません。この場合において当方が損害をこうむることがあって

も、異議は申し立てません。 

 (１) 貴職の配布計画の変更により、配布が取りやめ又は延期になったとき 

 (２) 天災その他、当方の責に帰することのできない理由により解約を申し出て、貴職が承

認したとき 

 (３) 当方がこの契約に違反し、または正当な理由がなく義務を履行しないと認められるとき 

 (４) この契約の履行にあたり、当方または当方の使用人等に不正の行為があったとき 

 (５) 当方が破産の宣告を受けた場合または、そのおそれがあると認められるとき 

 (６) 当方から契約の解除を申し出たとき 

 

８ 前項第１号の配布の取りやめ又は延期による場合、又は第２号に掲げる理由により契約を

解除された場合は、違約金の納付を免除されるよう承認願います。 
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９ 第７項第３号から第６号までの理由により契約を解除された場合は、違約金として契約金額

の１００分の１０に相当する額を貴職の請求により納付いたします。 

１０ 当該山羊乳の配布にかかる輸送中の事故及び家畜改良センターが用意した輸送容器を

利用したことによる輸送容器の破損、容器内の汚れなどが原因で当方が損害を被ることがあ

っても、貴職に対し損害賠償の請求は行いません。 

１１ 当該山羊乳の引き取り後において、瑕疵があることを発見した場合においても、契約金額

の減免若しくは損害賠償の請求、又は契約の解除を行いません。 

 

（参考）家畜改良センターが配布する山羊乳は、治療等で用いられる抗生物質の残留がない

ことを乳質検査により定期的かつ必要に応じて確認していますが、山羊の生体内で作られるラ

クトフェリンやリゾチーム等の抗菌作用を示す物質の影響により、山羊乳の抗生物質残留検査

で陽性を示すことがあります。また、配布後に家畜改良センターが実施する乳質検査において

細菌数が基準値である５万/ｃｃを上まわる等、異常が認められた場合には、電話連絡により当

該山羊乳の使用停止をお願いすることとなりますので、予めご了承ください。その場合、当該

山羊乳の請求は行いません。 
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（別紙２） 

受 領 書 
 

                             令和  年  月  日 

 

独立行政法人家畜改良センター 

  茨城牧場長野支場長 殿 

 

                             住  所  

 

                             氏  名                      

 

 

 下記のとおり、受領しました。  

 

 

記 

 

受領年月日 品目 数量 備考 
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独立行政法人家畜改良センター所有山羊乳の配布 

応募資料作成基準 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和５年３月２９日 

独立行政法人家畜改良センター茨城牧場長野支場 
  



10 

 本書は、独立行政法人家畜改良センター参加者の有無を確認する公募取扱要領により、独

立行政法人家畜改良センター所有山羊乳の配布に係る応募資料作成基準を取りまとめたもの

である。 

 

第1章 独立行政法人家畜改良センター茨城牧場長野支場が公募参加者に提示する資料

及び公募参加者が提出すべき資料 

独立行政法人家畜改良センター茨城牧場長野支場（以下「長野支場」という。）は、公募参

加者に表1に示す資料を提示する。公募参加者は、それを受け、表2に示す資料を作成し、

長野支場に提出する。 

 

[表1 長野支場が公募参加者に提示する資料] 

資料名称 資料内容 

① 公募参加心得書 公募に関する注意事項を記述。 

② 誓約書（案） 落札者からの提出を求める誓約書内容を記述。 

③ 応募資料作成基準 

（本書） 

提案書に記載すべき項目の概要や提案書の雛形等を記述。 

 

 [表2 長野支場に提出する資料]  

資料名称 資料内容 

提案書 仕様書に記述された提案内容について、どのように実現するかを説

明したもの。 

第3章の提案書雛形（別紙）に沿って記載されたもの。 

財務状況を 

確認できる書類 

過去に当場より配布を受けたことがないものは、個人の場合は確定申

告書の写し、事業者の場合は貸借対照表及び損益計算書を提出。 

 

第2章 提案書の構成及び作成要領 

2.1 提案書の構成及び記述事項 

提案書は、表3の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に理解した上で記述

すること。 

 

[表3 提案書目次] 

提案書 

目次項番 

項目 

１ 提案内容 

２ 配布希望時期 

３ 利用場所等 

４ その他 

2.2 提案書様式 

① 提案書は第3章「提案書雛形」を使用して作成する。 
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② 提案書はA4判にて、１部提出すること。 

 

 

2.3 留意事項 

① 公募参加者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行う

ための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付

資料が対応するように作成すること)。 

② 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではない場合は、提案書

の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合があ

る。 

 

第3章 提案書雛形 

3.1 提案書雛形を使用するに当たっての留意事項 

提案書雛形では、提案書に含めるべき記述内容を示している。入札者は、提案書雛

形を参考に提案書を作成する。 

 

3.2 提案書雛形 

具体的な提案書雛形の内容は別紙を参照すること。 
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提案書雛形（別紙） 

                                                     令和  年  月  日 

 

独立行政法人 

 家畜改良センター茨城牧場長野支場長 殿 

 

公募参加者の住所及び名称 

住    所  

電話番号 

                                      E - mail 

氏   名                        

 

 

提 案 書 

 

 下記のとおり山羊乳の配布を受けたいので、独立行政法人家畜改良センター所有山羊乳の

配布応募資料作成基準に従い提案します。 

 

記 

 

１．提案内容 

（１）配布を希望する山羊乳の量/週、期間（具体的に記載） 

 

 

（２）配布申請理由(新規就農の場合はその旨、記載） 

 

 

２．利用目的   

 

 

３．配達先住所および希望時間帯（希望する時間帯に○） 

郵便番号 

住所 

 

宛先 

 

 午前中 / 12時～14時 / 14時～16時 / 16時～18時 / 18時～20時 / 19時～21時 

20時～21時 / 希望しない 
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  ４．経営概要 

 （１）主な農業収入（米、野菜作など記載） 

※過去に当場より配布を受けたことがない者は、確定申告書（個人の場合）または貸借対照

表及び損益計算書（事業者の場合）を添付してください。 

 

  

 

 

（２）飼養頭数 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 最終計画 

飼
養
頭
数 

種雄     

繁殖雌     

うち搾乳頭数     

当場以外からの導入計画     

当場からの最初の導入年 年 （雄   頭、雌   頭） 

 

 （３）生産物 

・山羊販売頭数、山羊乳生産量 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

山羊乳生産量（ｋｇ）    

山羊販売頭数    

 

  ・山羊乳を原料とした加工品生産量 

加工品名 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

チーズ（ｋｇ）    

殺菌山羊乳（ｋｇ）    

ヨーグルト（ｋｇ）    

アイス（ｋｇ）    

    

 

５．その他 

  （配布にあたって参考になる情報があれば記入） 

 

 

 


